
事 務 連 絡

平 成 3 1 年 1 月 9 日

地方獣医師会会長 各位

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会

専務理事  境  政 人

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の一部を

改正する省令の制定について

このことについて、平成 30 年 12 月 21 日付け事務連絡をもって、        

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐から、別添のとおり

通知がありました。

このたびの通知は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律（昭和 35 年法律第 145 号）第 83 条の 4 第 1 項の     

規定に基づき、動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令の   

一部を改正する省令（平成 30 年農林水産省令第 80 号）が公布・施行     

され、①「オルビフロキサシンを有効成分とする注射剤」について、     

牛に対する静脈注射に係る「用法及び用量」及び「使用禁止期間」を     

追加、②硫酸カナマイシンを有効成分とする飼料添加剤、飲水添加剤、

強制経口投与剤及び気管内投与剤については、製造販売承認が整理され

ており、販売されていないため、これらの動物用医薬品の使用者が遵守

すべき基準を削除すること、③「硫酸カナマイシン及びベンジルペニシ

リンプロカインを有効成分とする配合剤たる乳房注入剤」について、   

「使用禁止期間」を「食用に供するためにと殺する前 7 日間又は食用に

供するために搾乳する前 96 時間」とすることについて本会に連絡      



されたものです。

つきましては、貴会関係者に周知方よろしくお願いいたします。

本件の問合わせ先

公益社団法人

日本獣医師会事業担当：福田

TEL 03-3475-1601
















